
号

外

三�
平

成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
号

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
四
十
号
の
二
様
式
中

｢を
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○

○

���������� ������ � ��� ����������� � ������������� 住
所

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

電
話
番
号

ア
パ
ー
ト
等

現
住
所

姓
名�

�
生
年
月
日

１
明
治
２
大
正
３
昭
和
４
平
成

住
所

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

電
話
番
号

ア
パ
ー
ト
等

現
住
所

姓
名



｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
四
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成27年12月28日 ( )２

個
人
番
号

�
生
年
月
日

１
明
治
２
大
正
３
昭
和
４
平
成



手
帳
交
付
番
号

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
台
帳

氏
名

生
年
月
日

個
人
番
号

現
住
所

障
害
等
級

交
付

年
月
日
有
効
期
限

(更
新
)

通
院
医
療
費

受
給
者
番
号

通
院
医
療
の

医
療
機
関

保
健
所

備
考

第
43号
様
式
(第
31条
関
係
)

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中 ｢申

請
者
氏
名

印

住
所

現
行
の
手
帳
番
号

｣

を ｢申
請
者
氏
名

住
所

個
人
番

現
行
の

印

号手
帳
番
号

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

( ) 平成27年12月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


